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● NPO 法人 FCT メディア・リテラシー研究所
〒231-0001横浜市中区新港2-2-1
横浜ワールドポーターズ6階NPOスクエア内
ホームページ：http://www.mlpj.org/index.shtml
E-mail: fct-mlri@mlpj.org
FAX：0466-81-8307
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谷村政廣
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(各 400円)

とき：９

ところ：豊中人権まちづくりセンタ－
主催：ESD とよなか（無料）
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●五中の人権学習講演会で（7月19日）
　手前から二人目が藤田さん
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【 （事務局）】
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　【 （事務局）】

『もうちょっと生きたいなあ』
　中学１年

私のおばあちゃんは、肝臓ガンで６０
才で亡くなりました。その亡くなる前、
もう永くは生きられないと確信し、こ
の言葉を言っていました。私は、何もで
きない自分が情けなくて、将来は人を
助ける仕事がしたいと思いました。

『僕の親も夜中生ですよ。』
　一般の部

窓口で通学定期を申し込みました。「は
い」と笑顔とともに、あたらしい定期
券を渡されました。そして「僕の親も
夜中生ですよ。」あ･･･ここにも共に学
ぶ仲間がいる。お互いがんばろうと心
の中でつぶやきました。
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【 （事務局）】

■「飛鳥会事件」の報道でやっぱり部
落をひとくくりにして「なんやねん、差
別、差別って糾弾しとってから」と偏見
で見てしまう弱さを自分自身感じまし
た。■久しぶりに部落問題について考
えるきっかけをもらいました。■部落
問題は遠ざかっていようと思えば、そ
うできる問題だという意識が、自分の
心の中にあるのかもしれない…葛藤し

た自分がいました。■部落差別の現状
について、まずは知ることが大切だと
思いました。現状に向き合えるきっか
けになりました。■「人権の話」という
とたいていは重く暗く、ちょっと理解
できない、自分の問題として感じられ
ないことが多かったが、自分の素直な
思いを受け止めてもらえそうなとても
開放された内容で「うんうん」と初めて
きちんと聞くことができたような気が
する。■実際には目に見えにくくなっ
てきた部落差別も、根強く人の心の底
に残っていることを改めて感じました。
何か小さなことでも自分にできること
からやっていきたいです。■今まで同
和問題は身近ではなく、はれ物をさわ
るみたいなこともあり、過去のことだ
と考えていた。精神的な傷が未だに
残っていることは部落問題がすべて解
決したとは言えないことに気づかされ
ました。
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九州各県と山口県に住む市民等二百
数十人が小泉首相の靖国参拝を違憲と
訴えた裁判で、2004年4月7日、福岡地
裁は損害賠償については却下したもの
の、「靖国神社は戦没者のうち軍人軍
属、準軍属等のみを合祀の対象とし、空
襲による一般庶民らは対象としていな
い。内閣総理大臣として、戦没者の追悼
を行う場所として、靖国神社は必ずし
も適切ではない」という違憲判決を出
しました。
　しかし、その後も首相は年1回の靖国
参拝を続け、先月には「公約」だとして
きた「8月15日の参拝」を行いました。

　中国や韓国を
はじめとするア
ジア各国の非難
や、賛否両論が
渦巻く世論が
あってもなぜ参
拝を続けるの
か？「国のため
に死ぬ、国のた
めに殺す」といった靖国イデオロギー
とは、敗戦と同時に訣別したはずでは
なかったのか？我々は一体何処に向
かっているのか？考えさせられる一冊
です。

　
内田雅敏（梨の木舎）
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